
広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
二
十
号

広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
局
の
分
課
）

第
五
条

局
名

課
名

総
務
局

総
務
課
、
秘
書
課
、
人
事
課
、
デ
ジ
タ
ル

基
盤
整
備
課
、
福
利
課
、
財
政
課
、
財
産

管
理
課
、
税
務
課
、
統
計
課
、
研
究
開
発

課

（
略
）

（
略
）

健
康
福
祉

局

健
康
福
祉
総
務
課
、
健
康
危
機
管
理
課
、

子
供
未
来
応
援
課
、
安
心
保
育
推
進
課
、

こ
ど
も
家
庭
課
、
被
爆
者
支
援
課
、
疾
病

対
策
課
、
食
品
生
活
衛
生
課
、
薬
務
課
、

医
療
介
護
政
策
課
、
医
療
介
護
基
盤
課
、

健
康
づ
く
り
推
進
課
、
医
療
介
護
保
険
課
、

国
民
健
康
保
険
課
、
地
域
共
生
社
会
推
進

課
、
社
会
援
護
課
、
障
害
者
支
援
課

商
工
労
働

局

商
工
労
働
総
務
課
、
雇
用
労
働
政
策
課
、

働
き
方
改
革
推
進
・
働
く
女
性
応
援
課
、

職
業
能
力
開
発
課
、
産
業
人
材
課
、
経
営

革
新
課
、
県
内
投
資
促
進
課
、
観
光
課

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

（
総
務
局
各
課
の
分
掌
事
務
）

第
八
条

（
略
）

総
務
課

一
―
二
十
四

（
略
）

二
十
五

内
部
統
制
制
度
に
関
す
る
こ
と
。
（
審

理
監
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
六
―
三
十
三

（
略
）

秘
書
課

（
略
）

人
事
課

一
―
八

（
略
）

九

定
員
管
理
並
び
に
事
務
の
配
分
及
び
委
任
に

関
す
る
こ
と
。

（
局
の
分
課
）

第
五
条

局
名

課
名

総
務
局

総
務
課
、
秘
書
課
、
人
事
課
、
行
政
経
営

管
理
課
、
デ
ジ
タ
ル
基
盤
整
備
課
、
福
利

課
、
財
政
課
、
財
産
管
理
課
、
税
務
課
、

統
計
課
、
研
究
開
発
課

（
略
）

（
略
）

健
康
福
祉

局

健
康
福
祉
総
務
課
、
健
康
危
機
管
理
課
、

子
供
未
来
応
援
課
、
安
心
保
育
推
進
課
、

こ
ど
も
家
庭
課
、
医
務
課
、
被
爆
者
支
援

課
、
疾
病
対
策
課
、
食
品
生
活
衛
生
課
、

薬
務
課
、
医
療
介
護
計
画
課
、
医
療
介
護

人
材
課
、
健
康
づ
く
り
推
進
課
、
医
療
介

護
保
険
課
、
国
民
健
康
保
険
課
、
地
域
福

祉
課
、
地
域
共
生
社
会
推
進
課
、
社
会
援

護
課
、
障
害
者
支
援
課

商
工
労
働

局

商
工
労
働
総
務
課
、
雇
用
労
働
政
策
課
、

働
き
方
改
革
推
進
・
働
く
女
性
応
援
課
、

職
業
能
力
開
発
課
、
産
業
人
材
課
、
経
営

革
新
課
、
県
内
投
資
促
進
課
、
海
外
ビ
ジ

ネ
ス
課
、
観
光
課

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

（
総
務
局
各
課
の
分
掌
事
務
）

第
八
条

（
略
）

総
務
課

一
―
二
十
四

（
略
）

二
十
五
―
三
十
二

（
略
）

秘
書
課

（
略
）

人
事
課

一
―
八

（
略
）



十 

行
政
運
営
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

県
庁
働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
―
十
九 

（
略
） 

           デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー 

ム
―
福
利
課 

（
略
） 

財
政
課 

一
―
四 

（
略
） 

 

五 

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
百
九
十
二
号
）
に
関
す
る
こ
と
。
（
広
島
県

病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四

十
一
年
広
島
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
五
条
第 

一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
病
院
事
業
局
、

広
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（ 

昭
和
四
十
五
年
広
島
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第 

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た 

企
業
局
（
以
下
「
企
業
局
」
と
い
う
。
）
及
び 

広
島
県
土
地
造
成
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条 

例
（
令
和
四
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
第
五
条 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
商
工
労
働 

局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

六
―
十 

（
略
） 

財
産
管
理
課 

一
―
四 

（
略
） 

五 

県
庁
舎
の
執
務
環
境
の
整
備
、
部
屋
割
及
び

維
持
管
理
（
庁
内
の
取
締
り
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

 

六
―
九 

（
略
） 

 

十 

官
民
の
連
携
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
及

び
運
営
の
方
針
の
検
討
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

広
島
県
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
に
関
す

る
こ
と
。 

税
務
課
―
研
究
開
発
課 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

審
理
監
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。 

一 

行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
り
審
理
員
の
権

限
と
さ
れ
た
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

内
部
統
制
制
度
の
運
用
状
況
等
の
評
価
に
関
す

る
こ
と
。 

４ 

（
略
） 
 

  

九
―
十
六 

（
略
） 

行
政
経
営
管
理
課 

 

一 

定
員
管
理
並
び
に
事
務
の
配
分
及
び
委
任
に

関
す
る
こ
と
。 

二 

行
政
運
営
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

業
務
プ
ロ
セ
ス
の
再
構
築
に
関
す
る
こ
と
。

（
デ
ジ
タ
ル
県
庁
推
進
担
当
課
長
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
） 

四 

内
部
統
制
制
度
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

県
庁
働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

広
島
県
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
に
関
す
る

こ
と
。 

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー 

ム
―
福
利
課 

（
略
） 

財
政
課 

一
―
四 

（
略
） 

五 
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
百
九
十
二
号
）
に
関
す
る
こ
と
。
（
広
島
県

病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四

十
一
年
広
島
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
病
院
事
業
局

及
び
広
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
条
例
第
二
十
一
号

）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ

れ
た
企
業
局
（
以
下
「
企
業
局
」
と
い
う
。
）

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

   

六
―
十 

（
略
） 

財
産
管
理
課 

一
―
四 

（
略
） 

 
 

五 

県
庁
舎
の
部
屋
割
及
び
維
持
管
理
（
庁
内
の

取
締
り
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六
―
九 

（
略
） 

    税
務
課
―
研
究
開
発
課 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

審
理
監
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
り
審

理
員
の
権
限
と
さ
れ
た
事
務
を
分
掌
す
る
。 

   

４ 

（
略
） 

 



（
地
域
政
策
局
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
九
条 

（
略
） 

地
域
政
策
総
務
課
―
市
町
行
財
政
課 

（
略
） 

ス
ポ
ー
ツ
推
進
課 

一
―
九 
（
略
） 

  

十 

（
略
） 

国
際
課 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
環
境
県
民
局
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
十
条 

（
略
） 

環
境
県
民
総
務
課
―
学
事
課 

（
略
） 

環
境
政
策
課 

一
・
二 

（
略
） 

 

三
―
十
四 

（
略
） 

環
境
保
全
課
―
産
業
廃
棄
物
対
策
課 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
健
康
福
祉
局
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

健
康
福
祉
総
務
課
―
こ
ど
も
家
庭
課 

（
略
） 

                     

被
爆
者
支
援
課
―
薬
務
課 

（
略
） 

     

（
地
域
政
策
局
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
九
条 

（
略
） 

地
域
政
策
総
務
課
―
市
町
行
財
政
課 

（
略
） 

ス
ポ
ー
ツ
推
進
課 

 

一
―
九 

（
略
） 

 

十 

東
京
二
〇
二
〇
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

（
略
） 

国
際
課 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
環
境
県
民
局
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
十
条 

（
略
） 

環
境
県
民
総
務
課
―
学
事
課 

（
略
） 

環
境
政
策
課 

一
・
二 

（
略
） 

三 

公
害
防
止
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。 

四
―
十
五 

（
略
） 

 

環
境
保
全
課
―
産
業
廃
棄
物
対
策
課 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

 

（
健
康
福
祉
局
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

健
康
福
祉
総
務
課
―
こ
ど
も
家
庭
課 

（
略
） 

医
務
課 

 

一 

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号

）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

医
師
及
び
歯
科
医
師
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

歯
科
技
工
士
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
六

十
八
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技

師
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 
 

六 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
及
び
言
語
聴
覚

士
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

視
能
訓
練
士
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き

ゅ
う
師
、
柔
道
整
復
師
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

死
因
究
明
の
施
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

医
療
金
融
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

地
域
保
健
対
策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

広
島
県
医
療
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
三 

広
島
県
衛
生
検
査
所
精
度
管
理
専
門
委
員

会
に
関
す
る
こ
と
。 

被
爆
者
支
援
課
―
薬
務
課 

（
略
） 

医
療
介
護
計
画
課 

 

一 

保
健
医
療
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
に
基
づ
く
広
島

県
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

高
齢
者
プ
ラ
ン
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 



      

医
療
介
護
政
策
課 

一 

医
療
介
護
施
策
の
企
画
立
案
及
び
総
合
調
整

に
関
す
る
こ
と
。 

二 

保
健
医
療
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な

確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律

第
六
十
四
号
）
に
基
づ
く
広
島
県
計
画
の
推
進

に
関
す
る
こ
と
。 

四 

高
齢
者
プ
ラ
ン
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
に
基
づ
く
病
床

転
換
助
成
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

小
児
医
療
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

周
産
期
医
療
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

地
域
保
健
対
策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

                        

医
療
介
護
基
盤
課 

一 

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号

）
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十

五
号
）
に
関
す
る
こ
と
。
（
健
康
福
祉
局
中
他

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 

歯
科
技
工
士
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
六

 

四 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
に
基
づ
く
病
床

転
換
助
成
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
に
基
づ
く
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ

と
。 

               医
療
介
護
人
材
課 

一 

医
師
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
等
に
関
す
る
こ

と
。
（
健
康
危
機
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
） 

三 

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
員
養
成
研
修
及

び
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
指
定
講
習
に
関
す
る

こ
と
。 

四 

介
護
福
祉
人
材
の
就
業
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

五 

小
児
医
療
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

周
産
期
医
療
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

へ
き
地
医
療
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

角
膜
、
臓
器
及
び
骨
髄
移
植
に
関
す
る
こ
と
。

九 

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六

十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

十 

広
島
県
立
三
次
看
護
専
門
学
校
に
関
す
る
こ

と
。 

十
一 

広
島
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ

と
。 

十
二 

広
島
県
准
看
護
師
試
験
委
員
に
関
す
る
こ

と
。 

十
三 

公
益
財
団
法
人
広
島
県
地
域
保
健
医
療
推

進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。 

       



十
八
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

五 
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六

十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に

対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

医
師
及
び
歯
科
医
師
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技

師
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
等
に
関
す
る
こ

と
。
（
健
康
危
機
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
） 

 
 

十 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
及
び
言
語
聴
覚

士
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
一 

視
能
訓
練
士
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
二 

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、

き
ゅ
う
師
、
柔
道
整
復
師
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
三 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
に
基
づ
く
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る

こ
と
。 

 
 

十
四 

医
師
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
五 

へ
き
地
医
療
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
六 

死
因
究
明
の
施
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
七 

医
療
金
融
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
八 

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
員
養
成
研
修

及
び
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
指
定
講
習
に
関
す

る
こ
と
。 

 
 

十
九 

介
護
福
祉
人
材
の
就
業
支
援
に
関
す
る
こ

と
。 

 
 

二
十 

角
膜
、
臓
器
及
び
骨
髄
移
植
に
関
す
る
こ

と
。 

 
 

二
十
一 

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

百
三
十
三
号
）
に
基
づ
く
老
人
居
宅
生
活
支
援

事
業
、
老
人
福
祉
施
設
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム

に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二
十
二 

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
事
業
者
及
び
施

設
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二
十
三 

社
会
福
祉
法
人
、
社
会
福
祉
連
携
推
進

法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
の
指
導
監
査
に
関
す

る
こ
と
。 

 
 

 
 

二
十
四 

広
島
県
医
療
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二
十
五 

広
島
県
衛
生
検
査
所
精
度
管
理
専
門
委

員
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二
十
六 

広
島
県
三
次
看
護
専
門
学
校
に
関
す
る

こ
と
。 

 
 

二
十
七 

広
島
県
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る

こ
と
。 

 
 

二
十
八 

広
島
県
准
看
護
師
試
験
委
員
に
関
す
る

こ
と
。 

                                                   



二
十
九 

公
益
財
団
法
人
広
島
県
地
域
保
健
医

療
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。 

 

健
康
づ
く
り
推
進
課
―
国
民
健
康
保
険
課 

（
略
） 

                  

地
域
共
生
社
会
推
進
課 

 
 

一
・
二 

（
略
） 

三 

地
域
福
祉
支
援
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四
―
六 

（
略
） 

 
 

七 

老
人
福
祉
法
に
関
す
る
こ
と
。
（
医
療
介
護

政
策
課
及
び
医
療
介
護
基
盤
課
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

八 

（
略
） 

 
 

九 

生
活
福
祉
資
金
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十 

地
域
福
祉
活
動
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
一 

広
島
県
社
会
福
祉
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

社
会
援
護
課
・
障
害
者
支
援
課 

（
略
） 

２
―
５ 

（
略
） 

 

（
商
工
労
働
局
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

商
工
労
働
総
務
課
―
職
業
能
力
開
発
課 

（
略
） 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー
ム 

一
―
十
八 

（
略
） 

 
 

十
九 

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
産
業
の
集
積
促

進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二
十
・
二
十
一 

（
略
） 

産
業
人
材
課
・
経
営
革
新
課 

（
略
） 

 

県
内
投
資
促
進
課 

一
―
七 

（
略
） 

 
 

八 

海
外
ビ
ジ
ネ
ス
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

九 

経
済
交
流
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

健
康
づ
く
り
推
進
課
―
国
民
健
康
保
険
課 

（
略
） 

地
域
福
祉
課 

一 

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十

五
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

生
活
福
祉
資
金
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

地
域
福
祉
活
動
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三 

十
三
号
）
に
基
づ
く
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
、

老
人
福
祉
施
設
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す 

る
こ
と
。 

 

五 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に

対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
事
業
者
及
び
施
設
に

関
す
る
こ
と
。 

七 

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
の
指
導

監
査
に
関
す
る
こ
と
。 

八 
広
島
県
社
会
福
祉
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

地
域
共
生
社
会
推
進
課 

一
・
二 
（
略
） 

 

三
―
五 

（
略
） 

六 

老
人
福
祉
法
に
関
す
る
こ
と
。
（
医
療
介
護

計
画
課
及
び
地
域
福
祉
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
） 

七 

（
略
） 

   

社
会
援
護
課
・
障
害
者
支
援
課 

（
略
） 

２
―
５ 

（
略
） 

 

（
商
工
労
働
局
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

 

商
工
労
働
総
務
課
―
職
業
能
力
開
発
課 

（
略
） 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー
ム 

一
―
十
八 

（
略
） 

  

十
九
・
二
十 

（
略
） 

産
業
人
材
課
・
経
営
革
新
課 

（
略
） 

県
内
投
資
促
進
課 

一
―
七 

（
略
） 

   

海
外
ビ
ジ
ネ
ス
課 

 
 

一 

海
外
ビ
ジ
ネ
ス
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

海
外
か
ら
の
県
内
投
資
の
促
進
に
関
す
る
こ

と
。 



 
 

 
観
光
課 

（
略
） 

 

（
土
木
建
築
局
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
十
四
条 
（
略
） 

土
木
建
築
総
務
課
・
建
設
産
業
課 

（
略
） 

用
地
課 

一
―
九 

（
略
） 

 

十 

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十

二
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
裁
定
に
関

す
る
こ
と
。 

十
一
―
十
四 

（
略
） 

技
術
企
画
課
―
道
路
整
備
課 

（
略
） 

河
川
課 

 
 

一
―
九 

（
略
） 

 

十 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十

五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

（
略
） 

砂
防
課
―
営
繕
課 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
名
称
、
目
的
等
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

主
管
局
課 

名
称 

目
的 

総
務
局 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

福
利
課 

（
略
） 

（
略
） 

財
産
管

理
課 

広
島
県

指
定
管

理
者
選

定
委
員

会 

広
島
県
公
の
施
設
に
お

け
る
指
定
管
理
者
の
指

定
手
続
等
に
関
す
る
条

例
（
平
成
十
六
年
広
島

県
条
例
第
二
十
八
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
知

事
の
諮
問
に
応
じ
、
指

定
管
理
者
の
候
補
者
の

選
定
に
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
調
査
審
議
す
る

こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

健
康
福 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

三 

経
済
交
流
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

観
光
課 

（
略
） 

 

（
土
木
建
築
局
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

土
木
建
築
総
務
課
・
建
設
産
業
課 

（
略
） 

 

用
地
課 

一
―
九 

（
略
） 

 
 
 

  

十
―
十
三 

（
略
） 

技
術
企
画
課
―
道
路
整
備
課 

（
略
） 

 

河
川
課 

 
 

一
―
九 

（
略
） 

   
 

十 

（
略
） 

砂
防
課
―
営
繕
課 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

 

（
名
称
、
目
的
等
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

主
管
局
課 

名
称 

目
的 

総
務
局 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

行
政
経

営
管
理

課 

広
島
県

指
定
管

理
者
選

定
委
員

会 

広
島
県
公
の
施
設
に
お

け
る
指
定
管
理
者
の
指

定
手
続
等
に
関
す
る
条

例
（
平
成
十
六
年
広
島

県
条
例
第
二
十
八
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
知

事
の
諮
問
に
応
じ
、
指

定
管
理
者
の
候
補
者
の

選
定
に
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
調
査
審
議
す
る

こ
と
。 

福
利
課 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

健
康
福 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 



祉
局 

 
 

 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

医
療
介

護
基
盤

課 

広
島
県

医
療
審

議
会 

医
療
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
法
の
規
定
に
よ

り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ

ら
れ
た
事
項
を
調
査
審

議
す
る
ほ
か
、
知
事
の

諮
問
に
応
じ
、
県
に
お

け
る
医
療
を
提
供
す
る

体
制
の
確
保
に
関
す
る

重
要
事
項
を
調
査
審
議

す
る
こ
と
。 

 

広
島
県

衛
生
検

査
所
精

度
管
理

専
門
委

員
会 

臨
床
検
査
技
師
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
条
の

三
第
一
項
の
登
録
を
受

け
た
衛
生
検
査
所
に
お

け
る
検
査
の
業
務
の
管

理
及
び
精
度
の
確
保
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て

調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

 

広
島
県

准
看
護

師
試
験

委
員 

保
健
師
助
産
師
看
護
師

法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
三
号
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
准
看
護

師
試
験
の
実
施
に
関
す

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

祉
局 

医
務
課 

広
島
県

医
療
審

議
会 

医
療
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
法
の
規
定
に
よ

り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ

ら
れ
た
事
項
を
調
査
審

議
す
る
ほ
か
、
知
事
の

諮
問
に
応
じ
、
県
に
お

け
る
医
療
を
提
供
す
る

体
制
の
確
保
に
関
す
る

重
要
事
項
を
調
査
審
議

す
る
こ
と
。 

広
島
県

衛
生
検

査
所
精

度
管
理

専
門
委

員
会 

臨
床
検
査
技
師
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
条
の

三
第
一
項
の
登
録
を
受

け
た
衛
生
検
査
所
に
お

け
る
検
査
の
業
務
の
管

理
及
び
精
度
の
確
保
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て

調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

医
療
介

護
人
材

課 
広
島
県

准
看
護

師
試
験

委
員 

保
健
師
助
産
師
看
護
師

法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
三
号
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
准
看
護

師
試
験
の
実
施
に
関
す

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

こ
と
。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 



 
 

 
         

 

地
域
共

生
社
会

推
進
課 

広
島
県

社
会
福

祉
審
議

会 

社
会
福
祉
法
の
規
定
に

基
づ
き
、
社
会
福
祉
に

関
す
る
事
項
（
精
神
障

害
者
福
祉
に
関
す
る
事

項
を
除
く
。
）
を
調
査

審
議
し
、
知
事
の
諮
問

に
答
え
、
又
は
関
係
行

政
庁
に
意
見
を
具
申
す

る
こ
と
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

地
域
福

祉
課 

広
島
県

社
会
福

祉
審
議

会 

社
会
福
祉
法
の
規
定
に

基
づ
き
、
社
会
福
祉
に

関
す
る
事
項
（
精
神
障

害
者
福
祉
に
関
す
る
事

項
を
除
く
。
）
を
調
査

審
議
し
、
知
事
の
諮
問

に
答
え
、
又
は
関
係
行

政
庁
に
意
見
を
具
申
す

る
こ
と
。 

 
 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


